
第２２期第２１回福岡県豊前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和７年３月５日（水） １４：００～ 

 

２ 場 所   豊前海水産会館 

（京都郡苅田町磯浜町 1-2-6 TEL ０９３－４３４－１７０４） 

 

３ 議 題 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問)        資料１ 
 
 
（２）福岡県から山口県へ入漁するいかかご漁業と、山口県から福岡県へ入漁す

るこち建網、きす流しさし網漁業について（報告） 
                                資料２ 
 
（３）豊前海区における新規許可に係る制限措置等について（諮問)  資料３ 
 
 
（４）関門海峡におけるマダコの採捕制限に係る委員会指示について（協議） 

資料４ 
 
（５）漁業権に係る資源管理の状況等の報告について（報告）    資料５ 
 
 
（６）その他 
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　　資　料　１
（22-21　　豊前漁調委）
（令和７年３月５日）



令和７年３月５日 

福岡県豊前海区漁業調整委員会資料 

 

福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

 

水産振興課漁船漁業係 

【概要】 

〇「ぶり」の別紙１への追加 

・本県は令和２年 12 月１日、漁業法第 14 条第１項の規定に基づき、本県の資

源管理を行うための方針を示した「福岡県資源管理方針」を策定した。 

・国が定める特定水産資源（TAC 魚種）のうち、本県で漁獲のある魚種につい

ては、別紙 1-1 から 1-10 までに、その具体的な管理方針を定めている。 

・今般、特定水産資源である「ぶり」の漁業法に基づいた資源管理が、令和７

年４月１日より始まるため、国が定める資源管理基本方針が改定される。

（令和７年３月上旬改定予定） 

・これを受け、「ぶり」についても、福岡県資源管理方針の別紙 1-11 にその具

体的な管理方針を定めることとしたい。 

 

〇漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

・別紙 1第３では各資源の漁獲可能量の県内配分基準について規定している。 

・「かたくちいわし瀬戸内海系群」以外の各魚種について、「漁業法第16条第２

項※に基づく関係海区漁業調整委員会は、筑前海区漁業調整委員会とする。」

旨の文を追加したい。 

・また、豊前海区及び有明海区については、知事管理漁獲可能量を定めたとき

は、設定後に開催される委員会で報告することとしたい。 

※漁業法第 16 条第２項：都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、

関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 

（補足） 

・現状管理されている魚種は知事管理区分が一つで、国から定められた漁獲可

能量の全量を配分するため、県内配分について裁量の余地がほとんどない。 

・当該魚種の漁獲量のうち、豊前及び有明海区の割合は非常に少なく、豊前お

よび有明海区の通常通りの操業に影響はない。 

・知事管理区分を分ける必要が発生した際は、方針改正について全海区の漁業

調整委員会に諮問する。 

 

〇別紙 1-3 くろまぐろ（小型魚）および 1-4 くろまぐろ（大型魚）の変更点 

・知事管理漁獲可能量の変更について、事後報告を可能とする旨を追記する。 

・くろまぐろ 0歳魚の漁獲を増加させない取組について追記する。 

-2-



改
正
案

 
現
行
方
針

 
福
岡
県
資
源
管
理
方
針

 
第
１
～
第
７
（
略
）

 
 第
８
 
個
別
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針

 
  
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は
「
別
紙
１
－
１
 
ま

あ
じ
」
か
ら
「
別
紙
１
－
11
 
ぶ
り
」
ま
で
に
、
特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源

（
法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な

資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理

方
針
は
「
別
紙
２
－
１
 
ひ
ら
め
日
本
海
中
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
」
に
、
法
第
 

11
 
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資
源

評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
水
産
資
源
の
資
源
管
理
の
方
向
性
は
「
別
紙
３
－
１
 

ぶ
り
」
か
ら
「
別
紙
３
－
11
 
が
ざ
み
福
岡
県
海
域
（
有
明
海
）
」
ま
で
に
、
そ
れ

ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
別
紙
１
－
１
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
あ
じ

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
あ
じ
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管

理
の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 
12
4 

条
第
１
項
の

協
定
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
及

び
福
岡
県
豊
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
（
略
）

 
 

福
岡
県
資
源
管
理
方
針

 
第
１
～
第
７
（
略
）

 
 第
８
 
個
別
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針

 
  
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は
「
別
紙
１
－
１
 
ま

あ
じ
」
か
ら
「
別
紙
１
－
10
 
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
」
ま
で
に
、

特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源
（
法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目

標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は
「
別
紙
２
－
１
 
ひ
ら
め
日
本
海
中
西

部
・
東
シ
ナ
海
系
群
」
に
、
法
第

 1
1 
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目
標
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
水
産
資
源
の
資
源
管
理

の
方
向
性
は
「
別
紙
３
－
１
 
ぶ
り
」
か
ら
「
別
紙
３
－
11
 
が
ざ
み
福
岡
県
海
域

（
有
明
海
）
」
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
別
紙
１
－
１
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
あ
じ

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
あ
じ
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
     

第
４
 
（
略
）
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（
別
紙
１
－
２
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
い
わ
し
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管

理
の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 
12
4 

条
第
１
項
の

協
定
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
３
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
本
県
に
お
い
て
漁
獲
さ
れ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
は
定
め
な
い
こ
と
と
し
、
全
量
を
福
岡
県

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管

理
の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 
12
4 

条
第
１
項
の

協
定
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
配
分
の
変
更
に
つ
い
て
は
，
あ
ら
か
じ
め
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見

を
聴
い
て
定
め
た
方
法
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
、
変
更
後
に
開
催
さ
れ
る
筑
前

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
福
岡
県
有
明
海
区
及
び
福
岡
県
豊
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
漁

（
別
紙
１
－
２
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
い
わ
し
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
     

第
４
 
（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
３
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
本
県
に
お
い
て
漁
獲
さ
れ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
は
定
め
な
い
こ
と
と
し
、
全
量
を
福
岡
県

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。
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獲
可
能
量
を
設
定
ま
た
は
変
更
し
た
と
き
は
、
設
定
ま
た
は
変
更
後
に
開
催
さ
れ

る
各
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

第
４
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

 
 
 
 
知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
の
公
表
に
つ
い
て
、
法

31
条
に
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
が
当
該
知
事
管
理
漁

獲
可
能
量
の
７
割
を
超
え
る
と
き
を
基
準
と
し
て
、
漁
獲
量
の
推
移
に
応
じ
て
判

断
す
る
。

 
０
歳
魚
（
２
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
）
の
漁
獲
を
令
和
６
管
理
年
度
の
水
準
か
ら
増
加

さ
せ
な
い
た
め
、
県
は
漁
業
者
が
行
う
取
組
に
対
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 
（
別
紙
１
－
４
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
本
県
に
お
い
て
漁
獲
さ
れ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
は
定
め
な
い
こ
と
と
し
、
全
量
を
福
岡
県

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管

理
の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 
12
4 

条
第
１
項
の

協
定
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
配
分
の
変
更
に
つ
い
て
は
，
あ
ら
か
じ
め
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見

を
聴
い
て
定
め
た
方
法
に
よ
り
配
分
し
た
場
合
は
、
変
更
後
に
開
催
さ
れ
る
筑
前

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
福
岡
県
有
明
海
区
及
び
福
岡
県
豊
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
漁

獲
可
能
量
を
設
定
ま
た
は
変
更
し
た
と
き
は
、
設
定
ま
た
は
変
更
後
に
開
催
さ
れ

る
各
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
第
４
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

 
知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
の
公
表
に
つ
い
て
、
法

31
条
に
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
が
当
該
知
事
管
理
漁

獲
可
能
量
の
７
割
を
超
え
る
と
き
を
基
準
と
し
て
、
漁
獲
量
の
推
移
に
応
じ
て
判

断
す
る

 
    

（
別
紙
１
－
４
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
本
県
に
お
い
て
漁
獲
さ
れ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
は
定
め
な
い
こ
と
と
し
、
全
量
を
福
岡
県

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。
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第
４
 
（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
５
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
す
る
め
い
か

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
す
る
め
い
か
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管
理

の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 1
24
 条

第
１
項
の
協
定

の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
及

び
福
岡
県
豊
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
６
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
及
び
ご
ま
さ
ば
東
シ
ナ
海
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管
理

の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 1
24
 条

第
１
項
の
協
定

の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
（
略
）

 

 
第
４
 
（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
５
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
す
る
め
い
か

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
す
る
め
い
か
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
     

第
４
 
（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
６
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
及
び
ご
ま
さ
ば
東
シ
ナ
海
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
     

第
４
 
（
略
）
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 （
別
紙
１
－
７
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
（
体
色
が
銀
色
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
別

紙
の
第
２
か
ら
第
３
に
お
い
て
同
じ
。）

 

第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管
理

の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 1
24
 条

第
１
項
の
協
定

の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
８
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
う
る
め
い
わ
し
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管
理

の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 1
24
 条

第
１
項
の
協
定

の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

第
４
～
第
５
（
略
）

 

 
（
別
紙
１
－
７
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
（
体
色
が
銀
色
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
別

紙
の
第
２
か
ら
第
３
に
お
い
て
同
じ
。）

 

第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
     

第
４
 
（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
８
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
う
る
め
い
わ
し
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。
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 （
別
紙
１
－
9）

（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
10
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
だ
い
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管
理

の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 1
24
 条

第
１
項
の
協
定

の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

第
４
～
第
５
（
略
）

 
 （
別
紙
１
－
11
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ぶ
り

 
第
２
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等

 
福
岡
県
ぶ
り
知
事
管
理
区
分

 
⑴
 
当
該
知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項

 
当
該
知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
①
 
水
域

 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
、
ぶ
り
の
採
捕
を
行
う
水
域

 
②
 
対
象
と
す
る
漁
業

 
福
岡
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在
地
が
あ
る
者

第
４
～
第
５
（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
9）

（
略
）

 
 

（
別
紙
１
－
10
）

 
第
１
 
特
定
水
産
資
源

 
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

 
第
２
 
（
略
）

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ま
だ
い
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る

 
      

第
４
～
第
５
（
略
）

 
 （
新
設
）
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が
ぶ
り
を
採
捕
す
る
漁
業
（
大
臣
管
理
区
分
を
除
く
。
）

 
③
 
漁
獲
可
能
期
間

 
周
年

 
⑵
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等

 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
、
現
行
の
水
準
以
上
に
漁
獲
量

を
増
加
さ
せ
な
い
管
理
と
し
、
漁
獲
量
等
の
報
告
期
限
は
、
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ

の
属
す
る
月
の
翌
月

10
日
ま
で
と
す
る
。

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

 
全
量
を
福
岡
県
ぶ
り
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。

 
漁
業
法
第

16
条
第
２
項
に
基
づ
く
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
資
源
管

理
の
取
組
状
況
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
回
遊
状
況
、
法
第
 
12
4 

条
第
１
項
の

協
定
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
筑
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

 
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
と
き
は
、
設
定
後
に
開
催
さ
れ
る
福
岡
県
有
明
海
区
及

び
福
岡
県
豊
前
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
事
項

 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を

合
わ
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力

量
の
上
限
は
、
資
源
管
理
方
針
策
定
時
の
本
県
筑
前
海
海
域
に
お
け
る
漁
船
登
録

数
で
あ
る

2,
10
2
隻
と
す
る
。

 
第
５
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

資
源
管
理
基
本
方
針
（
令
和
２
年
農
林
水
産
省
告
示
第

19
82

号
）
の
本
則
の
第

１
の
２
（
５
）
に
 
定
め
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
管
理
を
行
う
。

 
   （
別
紙
２
－
１
）
（
略
）

 
  

                         
 

（
別
紙
２
－
１
）
（
略
）
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（
別
紙
３
－
１
）
 
削
除

 
ぶ
り
（
令
和
７
年
３
月
〇
日
付
け
の
資
源
管
理
基
本
方
針
改
正
で
特
定
水
産
資
源
と

な
り
、
別
紙
１
へ
規
程
。）

 
                （
別
紙
３
－
２
）
～
（
別
紙
３
－
11
）
（
略
）

 
 

（
別
紙
３
－
１
）

 
第
１
 
水
産
資
源

 
ぶ
り

 
第
２
 
資
源
管
理
の
方
向
性

 
M

SY
（
最
大
持
続
生
産
量
）
ベ
ー
ス
の
資
源
評
価
結
果
に
基
づ
き
資
源
管
理

基
本
方
針
の
別
紙
に
資
源
管
理
の
目
標
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
国
が
行
う
資

源
評
価
に
お
け
る
現
状
の
親
魚
量
を
維
持
す
る
こ
と
を
資
源
管
理
の
方
向
性
と
す

る
。

 
第
３
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
事
項

 
福
岡
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資

源
の
採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

 1
24

 条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自
ら
に

よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す

る
。

 
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が

行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
第
４
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

 
な
し

 
 （
別
紙
３
－
２
）
～
（
別
紙
３
－
11
）
（
略
）
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福岡県から山口県へ入漁するいかかご漁業と山口県から福岡県へ 
入漁するこち建網、きす流し刺し網漁業について 

 
 
  山口県厚狭地方漁業共励会※では、昭和３０年代から福岡・山口両県の行政

立ち合いの上、入漁隻数、操業期間、その他操業上の問題等について話し合いが

行われている。 
  令和７年１月２７日に書面開催された共励会において、両県漁業者の合意

に基づいて、令和７年漁期の両県入漁について、次のとおり決定された。 
 
 
（１）福岡県から山口県への入漁 
  ア いか巣網漁業（いかかご漁業） 
   ① 入漁隻数 １００隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
 
 
（２）山口県から福岡県への入漁 
  ア きす流し刺し網漁業 
   ① 入漁隻数 １２隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
  イ こち建網漁業 
   ① 入漁隻数 ６８隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
 
 
 
 
 
 
 
※山口県厚狭地方漁業共励会・・・山口県と福岡県の漁業者により構成された団体 
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　　資　料　２
（22-21　　豊前漁調委）
（令和７年３月５日）
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　　資　料　３
（22-21　　豊前漁調委）
（令和７年３月５日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則

第１１条第１項に基づく公示（福岡豊前：県外） 

 

漁業種類 漁具の

種類そ

の他の

漁業の

方法 

操業区域 漁業時期 推進機

関の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可 
する 
隻数 

漁業を営む者の 
資格 

刺し網漁業 きす流

し刺し

網漁業 

福岡県豊

前海区海

面 

６月１５

日から８

月１５日

まで 

― ― １２ 関係する漁業権者

の同意がある者 

固定式刺し

網漁業 
こち建

網漁業 
福岡県豊

前海区海

面 

６月１５

日から８

月１５日

まで 

― ― ６８ 関係する漁業権者

の同意がある者 

小型機船底

びき網漁業 
手繰第

二種え

びこぎ

網漁業 

福岡県豊

前海区海

面 

６月１０

日から翌

年２月末

日まで 

48ｋW 
（調整

15 馬

力） 

5 トン

未満 
上限 
なし 

山口県において小

型機船底びき網手

繰第二種えびこぎ

網漁業の許可を有

する者であって、

周防灘三県漁業協

定書等に基づいて

入漁する者 
 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

きす流し刺し網漁業 令和７年４月１７日から令和７年５月１７日まで 

こち建網漁業    令和７年４月１７日から令和７年５月１７日まで 

 えびこぎ網漁業   令和７年４月１０日から令和７年５月１０日まで 
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 福 岡県 豊前 海 区漁 業調 整委 員会 指 示第 71 号  

 漁 業法（ 昭 和 24 年 法律 第 267 号 ）第 120 条 第１ 項の 規定 に 基 づき、関門 海 域で

のマ ダコ の乱 獲 を防 止し 、マ ダコ 資 源の 保護 を図 るた め 、次 のと おり 指示 す る。  

 た だし 、試 験 研究 機関 等が 試験 研 究等 のた めに 採捕 す る場 合は この 限り で はな

い。  

   令和 ４年 ５ 月６ 日  

           福岡 県豊 前 海区 漁業 調整 委員 会 会長   江口  猛   

１  指示 の適 用 海域  

  次の 基点 第 １号 、（ イ） 、（ ロ ）及 び基 点第 ２号 の 各点 を順 次に 結ん だ 直線

 と 陸岸 によ っ て囲 まれ た区 域  

  基点 第１ 号  福 岡県 北九 州市 門 司区 旧門 司門 司埼 灯 台  

  基点 第２ 号  福 岡県 北九 州市 門 司区 大字 大久 保、田野 浦 埠 頭西 側か ら 11 番 目

                    の 繋船 柱か ら東 へ 70 セ ンチ メー トル の とこ ろに 設定 した 標 識  

  （イ ）基 点 第１ 号か ら山 口県 下 関市 火ノ 山下 潮流 信 号所 を見 通す 線の 中 央点  

  （ロ ）基 点 第２ 号か ら真 方位 ７ 度 30 分、 1,300 メ ート ル の 点  

２  禁止 事項  

  体重 400 グ ラム 未満 のマ ダコ を 採捕 して はな らな い 。  

３  指示 の期 間  

  令和 ４年 ６ 月１ 日か ら令 和７ 年 ５月 31 日 まで  

（現行） 
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　　資　料　４
（22-21　　豊前漁調委）
（令和７年３月５日）



 

 福 岡県 豊前 海 区漁 業調 整委 員会 指 示第 75 号  

 漁 業法（ 昭 和 24 年 法律 第 267 号 ）第 120 条 第１ 項の 規定 に 基 づき、関門 海 域で

のマ ダコ の乱 獲 を防 止し 、マ ダコ 資 源の 保護 を図 るた め 、次 のと おり 指示 す る。  

 た だし 、試 験 研究 機関 等が 試験 研 究等 のた めに 採捕 す る場 合は この 限り で はな

い。  

   令和 ７年  月  日（ 公報 搭載 の 日）  

           福岡 県豊 前 海区 漁業 調整 委員 会 会長   江口  猛   

１  指示 の適 用 海域  

  次の 基点 第 １号 、（ イ） 、（ ロ ）及 び基 点第 ２号 の 各点 を順 次に 結ん だ 直線

 と 陸岸 によ っ て囲 まれ た区 域  

  基点 第１ 号  福 岡県 北九 州市 門 司区 旧門 司門 司埼 灯 台  

  基点 第２ 号  福 岡県 北九 州市 門 司区 大字 大久 保、田野 浦 埠 頭西 側か ら 11 番 目

                    の 繋船 柱か ら東 へ 70 セ ンチ メー トル の とこ ろに 設定 した 標 識  

  （イ ）基 点 第１ 号か ら山 口県 下 関市 火ノ 山下 潮流 信 号所 を見 通す 線の 中 央点  

  （ロ ）基 点 第２ 号か ら真 方位 ７ 度 30 分、 1,300 メ ート ル の 点  

２  禁止 事項  

  体重 400 グ ラム 未満 のマ ダコ を 採捕 して はな らな い 。  

３  指示 の期 間  

  令和 ７年 ６ 月１ 日か ら令 和 10 年 ５ 月 31 日 まで  

（改正案） 
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　　資　料　５
（22-21　　豊前漁調委）
（令和７年３月５日）



漁業権に係る資源管理の状況等の報告について 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 

漁業管理課漁業調整係 

 

◯漁業権者は、その有する漁業権の内容たる漁業について、資源管理の状況や漁場の活用の

状況について１年に１回以上県知事に報告しなければならない（漁業法第９０条第１項、

漁業法施行規則第２８条第 1 項）。 

 

◯県知事は、報告を受けた事項について、意見を付して１年に１回以上海区漁業調整委員会

に報告しなければならない（漁業法第９０条第２項、漁業法施行規則第２８条第３項）。 

 

◯報告をすべき事項（漁業法施行規則第２８条第２項） 

 １ 漁業権の種類及び免許番号 

 ２ 報告の対象となる期間 

 ３ 資源管理に関する取り組みの実施状況 

 ４ 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況 

 ５ 団体漁業権にあっては、組合員行使者の数及び組合員行使権の行使の状況 

 ６ その他必要な事項 

 

◯豊前海区の漁業権免許状況 

 ・第１種、第２種共同漁業権  ３件 

 ・第１種区画漁業権   ３２件 

 

【参考】漁業権に係る漁業の区分（漁業法第６０条） 

共同漁業 第１種 藻類、貝類等の定着性の水産動植物を対象とする漁業 

（アサリ、サルボウなど） 

第２種 網漁具を固定して営む漁業 

（かご、桝網など） 

区画漁業 第１種 一定の区域内において石、瓦、竹、木等を敷設して営む養殖業 

（のり養殖、かき養殖） 
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令
和

５
年

2
6

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
０
号

豊
区

第
２
１
２
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
１
号

豊
区

第
２
１
３
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
２
号

豊
区

第
２
１
４
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
３
号

豊
区

第
２
１
５
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
４
号

豊
区

第
２
１
６
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
５
号

豊
区

第
２
１
７
号

第
１
種

か
き

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

度
7

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
６
号

豊
区

第
２
１
８
号

第
１
種

か
き

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

度
7

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
７
号

豊
区

第
２
１
９
号

第
１
種

か
き

築
上

郡
築

上
町

大
字

湊
地
先

豊
築

漁
協

椎
田
町

団
体

令
和

５
年

5
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
８
号

豊
区

第
２
２
０
号

第
１
種

か
き

築
上

郡
築

上
町

大
字

有
安

地
先

豊
築

漁
協

椎
田
町

団
体

令
和

５
年

5
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
９
号

豊
区

第
２
２
１
号

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
松

江
地
先

豊
築

漁
協

松
江
浦

団
体

令
和

５
年

2
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
２
０
号

豊
区

第
２
２
２
号

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
松

江
地
先

豊
築

漁
協

松
江
浦

団
体

令
和

５
年

2
○

適
切

か
つ
有
効

備
考

共
同
･区

画
漁

業
の

種
類

（
対

象
種
）

適
切

か
つ

有
効
な
活

用
状
況

資
源

管
理
の

取
り
組

み
状
況

団
体
･個

別
漁

業
権
者

（
漁

協
）

関
係

支
所

種
別

免
許

番
号

（
R
5
.9
か
ら
）

漁
場

の
位
置

報
告

の
対
象

と
な
る
期

間
（
※

1
）

免
許

番
号

（
R
5
.8
ま
で
）
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行
使

権
者
数

（
人
）

備
考

共
同
･区

画
漁

業
の

種
類

（
対

象
種
）

適
切

か
つ

有
効
な
活

用
状
況

資
源

管
理
の

取
り
組

み
状
況

団
体
･個

別
漁

業
権
者

（
漁

協
）

関
係

支
所

種
別

免
許

番
号

（
R
5
.9
か
ら
）

漁
場

の
位
置

報
告

の
対
象

と
な
る
期

間
（
※

1
）

免
許

番
号

（
R
5
.8
ま
で
）

区
画

豊
区

第
２
２
１
号

豊
区

第
２
２
３
号

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
八

屋
地
先

豊
築

漁
協

八
屋

団
体

令
和

５
年

-
-

合
理

的
理

由
あ
り

休
業

区
画

豊
区

第
２
２
２
号

豊
区

第
２
２
４
号

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
宇

島
地
先

豊
築

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

2
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
２
３
号

豊
区

第
２
２
５
号

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
宇

島
地
先

豊
築

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

2
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
２
４
号

豊
区

第
２
２
６
号

第
１
種

か
き

築
上

郡
吉

富
町

大
字

小
祝

地
先

吉
富

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

3
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
２
５
号

豊
区

第
２
２
７
号

第
１
種

か
き

築
上

郡
吉

富
町

大
字

小
祝

地
先

吉
富

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

3
○

適
切

か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
２
６
号

（
豊

区
第
３
０
１
号
）

第
１
種

か
き

豊
前

市
大

字
八

屋
地
先

豊
築

漁
協

八
屋

団
体

令
和

５
年

-
-

合
理

的
理

由
あ
り

休
業

区
画

-
豊

区
第
５
号

第
１
種

の
り

豊
前

市
大

字
八

屋
地
先

豊
築

漁
協

八
屋

団
体

令
和

５
年

3
-

-
令

和
５
年
８
月
３
１
日

で
免

許
終
了

区
画

-
豊

区
第
６
号

第
１
種

の
り

豊
前

市
大

字
八

屋
地
先

豊
築

漁
協

八
屋

団
体

令
和

５
年

3
-

-
令

和
５
年
８
月
３
１
日

で
免

許
終
了

区
画

-
豊

区
第
２
０
１
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
柄

杓
田

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

-
団
体

令
和

５
年

6
-

-
令

和
５
年
８
月
３
１
日

で
免

許
終
了

区
画

-
豊

区
第
２
０
９
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

曽
根

新
田

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

５
年

3
2

-
-

令
和
５
年
８
月
３
１
日

で
免

許
終
了

区
画

（
豊

区
第
２
２
６

号
）

豊
区

第
３
０
１
号

第
１
種

か
き
・
わ

か
め

豊
前

市
大

字
八

屋
地
先

豊
築

漁
協

八
屋

団
体

令
和

５
年

-
-

-
わ

か
め
養

殖
業
を
削

除
し
、
豊

区
第
２
２
６
号

へ
移
行

※
１
　
令

和
５
年

度
：
令

和
５
年
４
月
１
日

～
令

和
６
年
３
月
３
１
日
、
令

和
５
年
：
令

和
５
年
１
月
１
日

～
令

和
５
年
１
２
月
３
１
日

-4-


